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②広報こざがわ10月号



③ 広報こざがわ10月号

４戸

６８戸

２９５戸

８２戸

１１６戸

６億5,180万円

400万円

１億2,500万円

1,700万円

1億2,400万円

1,250万円

17箇所

１箇所

244箇所

24箇所

16箇所

３箇所

（10月24日現在）

平
成
23
年
10
月
１
日
付
け
で
職
員
の
人
事
異
動
が
あ
り
ま
し
た
。

道路等と住家の被害状況

▼道路等の被害状況《被害額（概算）　９億3430万円》
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●手洗い・うがい

●マスクの着用

●加湿器の使用

●水分補給

(特に子供・高齢者)

●人混みを避ける

●栄養・休息を十分とる

古座川町では、台風１２号による災害により被災された

方への義援金を受付けています。

期間：平成２４年３月３０日まで

受付：役場・各出張所設置の募金箱

口座振込又は直接役場へ

振込口座：第三銀行 古座支店

普通口座 ２２５５６６１

災害義援金 代表 古座川町長 武田丈夫

（フリガナは「サイガイギエンキン」のみとなります。）

そ の 他：税の優遇措置（寄付控除）を受けるため、

領収書の発行が必要な方は、ご連絡下さい。

すでにご協力頂いた皆様には厚くお礼申し上げます。

【住民福祉課】

④広報こざがわ10月号

台風１２号の災害に係る義援金について


